
市民参加推進会議における答申内容とそれに対する市の対応 資料４

年度 答申内容

情報公開場所の３原則
ー情報公開コーナー・市ホームページ・

図書館での情報共有ー

市民参加への積極的な取組みと適切な
手法の選択

ー市民参加条例の趣旨を踏まえた市民参加
の手法と必要な情報の提供ー

市民参加をさらに進めるための新たな
評価方法の検討

ー市民と行政の協働を目的とした相互
理解のための聞き取り調査の試行実施―

市民目線の情報提供
ー情報公開コーナーや図書館の

公開方法の改善ー

公募委員の応募増加対策
ー無作為抽出による招待生市民参加の

推進ー

新たな評価方法と今後の発展
ー市民参加条例の改正ー

評価基準の見直し

老若男女・多様な市民の参加に向けた
無作為抽出による公募市民の市民参加の

本格導入に向けて

市民参加条例の見直しについて

条例で公表が義務付けられた事項の順守

市民参加条例の実施状況の
評価区分の見直し

住民投票条例の研究と
審議会委員構成の調査

市民討議会と無作為抽出された
市民による市民参加の研究

広報しろい・ホームページの活用した
情報提供の方法について

「市民討議会」などの市民参加方法の研究

・行政用語の言い直しについて

平成２３年度

・市の施策を市民に対して情報提供する際の情報提供施
策の推進に関する基本方針を策定した。(総務課）
・ＨＰのリニューアルを行い、カテゴリーの場合分けや、委員
の募集を一目で見ることができるように情報提供の方法を
工夫した。
・広報しろいに記事を掲載する際に、市民参加に関する内
容については記事を一元化した。

第４条
第９条

・住民基本台帳の無作為抽出で選出された市民が市民判
定人となる事業仕分けを実施した。
・平成２５年度に検討した結果、市民討議会を採用し、実施
することは難しいとの結論を出した。
・無作為抽出における公募委員候補者登録制度を平成２８
年度より施行実施し、６つの審議会に７名の方を選出する
ことができ、より広い層からの市民参加を行った。

第１１条
第２３条

・広報や市ＨＰなど市民にお知らせする際にパブリックコメ
ントの表記に(意見公募)と併記することでパブリックコメント
がどのようなものであるか市民に分かりやすくした。

第４条
第９条

平成２４年度

・市長より職員に対し、市民参加条例の順守を実施を通達
した。
・市民参加条例の職員研修を実施し、答申内容や市民参
加条例について周知・啓発を行った。

第４条、第９条
第１２条、第１３条

第１５条、
第１７条第３項

第１９条、第２０条
第２２条

・市民参加推進会議の評価の質の違いを明確にするため、
評価の区分を「良好」、「改善する」、「見直す」の３区分か
ら、「良好」、「妥当」、「要改善」、「不良」の４つの区分に変
更した。

第２５条

・平成２５年度に検討した結果、市民討議会を採用し、実施
することは難しいとの結論を出した。 第２４条

・市民参加推進会議にて審議会の委員構成を調査し報告
を行った。（平成２４年度）
・審議会にて一時保育の導入を行い、参加の少ない女性に
配慮し、審議会の構成委員の偏りをなくす取り組みを行っ
た。

第２３条

平成２５年度

・総合的評価の評価の水準と基準についてより現状に求め
られるものに更新し、総合的評価をより市民参加条例の求
める内容からの評価に近づけた。

第２５条

・無作為抽出における公募委員候補者登録制度を平成２８
年度より施行実施し、６つの審議会に７名の方を選出する
ことができ、より広い層からの市民参加を行った。 第１１条

・市民参加条例の見直しに関して第４期委員の審議の中で
検討を行うこととした。 第２５条

平成２６年度

・情報公開コーナーにおける会議録の冊子に中表紙を差し
込むことで、冊子内に審議会が複数ある場合の目安をつけ
ることができた。
・図書館に会議録を閲覧できるコーナーを設置し、情報公
開コーナーや、市ＨＰとともに市民が気軽に審議会の会議
録等を確認できる環境づくりを行った。
・ＨＰのリニューアルを行い、カテゴリーの場合分けや、委員
の募集を一目で見ることができるように情報提供の方法を
工夫した。

第４条
第９条

・無作為抽出における公募委員候補者登録制度を平成２８
年度より施行実施し、６つの審議会に７名の方を選出する
ことができ、より広い層からの市民参加を行った。

第１１条

・総合的評価の評価の水準と基準についてより現状に求め
られるものに更新し、総合的評価をより市民参加条例の求
める内容からの評価に近づけるようにした。 第２５条

第４条

第４条
第２５条

・職員を対象とした市民参加に対する研修を開催し、市民
参加条例の必要性や、参加の手法について周知啓発を
行った。

平成２７年度

取組結果
・情報公開については、市ＨＰ、図書館の３か所の公開を決
定し、各職員に実行するよう文書担当課と調整を取りつつ
通知を行った。

・平成２８年度より市民参加対象事業を行った事業担当課
に対し、調査票だけでは把握できない疑問点をヒアリング
することで、適切な市民参加の評価を行うことができた。

市民参加条例該当

第４条


